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宮城県における保険料水準の統一について 

１ 宮城県での検討状況 

平成３０年度～

令和２年度 

国の指針と、県国保運営連携会議及び下部組織の部会（以下「部会」と

いう。）における検討により、令和３年３月策定の「第２期宮城県国保

運営方針」に、将来的に県内保険料水準の統一を目指すと明記した。 

令和３年度 
部会において国保料水準の統一化に向けての課題整理。令和４年度に、

課題とスケジュールを整理したロードマップを策定することとした。 

令和４年度 

前年度までに整理した課題や実施年度等について、部会で具体的に協

議。これらを取りまとめたロードマップ案を作成し、令和 5年 2月 10

日の宮城県国保運営協議会で、このロードマップ案を承認した。 

（１）令和８年度から第１段階として「納付金ベースによる保険料水準

の統一」※を実施することとした。 

 ※納付金ベースでの保険料水準の統一とは、市町村から宮城県に納め

る納付金を算定する際に、市町村ごとの医療費水準をどれだけ反映さ

せるかを決める「医療費指数反映係数」をゼロにすることで、医療費

の多寡を市町村の納付金に反映させず、県内共同負担とするもの。 

（２）令和 12年度からは第２段階として「『宮城県版』保険料水準の統

一」を実施することとした。この第２段階の統一に向けて、収納率格差

の取り扱いや各種事務の標準化等の課題について、今後継続して協議

し、宮城県として統一可能な項目を実施することとした。 

令和５年度 

令和６年３月策定の「第３期宮城県国保運営方針」に、令和４年度策定

の上記ロードマップを掲載し、上記（１）（２）のとおり、令和８年度

からは納付金ベースの統一、令和 12 年度からは統一可能な項目のみを

統一する宮城県版保険料水準の統一を目指すと明記した。 

令和６年度 

・今年度に入り、国では保険料水準統一の動きを加速化させており、６

月に提示された「保険料水準統一加速化プラン」では、都道府県に対

し、令和 15 年度までに「完全統一」※に移行することを目指しつつ、

遅くとも令和 18 年度までの移行を目標とするよう示すとともに、令和

８年度までに目標年度を意思決定するよう求めている。 

 ※完全統一とは宮城県内のどこに住んでいても、同じ所得水準、世帯

構成であれば同じ保険料とするもの。 

・こうした国の方針を踏まえ、宮城県では県内全市町村を訪問し、完全

統一推進の是非と目標年度や統一に係る懸念事項等について、意向確認

を行っている。 

・県では、市町村に対する意向確認結果や、市町村との協議結果などを

踏まえ、可能であれば今年度中に完全統一の目標年度を決定し、その

後、宮城県国保運営協議会に諮った上で、「宮城県国保運営方針」を改

定し、あわせて「ロードマップ」を改定する方向性を示している。 
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２ 各都道府県の状況 

  

 


